
議案第１２号 

 

東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和６年２月２８日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 

東久留米市介護保険条例（平成１２年東久留米市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第９条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」

に改め、同項第１号中「３１，８００円」を「２９，７００円」に改め、同項第２号中「４

２，４００円」を「３８，９００円」に改め、同項第３号中「４９，５００円」を「４６，

３００円」に改め、同項第８号中「９１，３００円」を「９８，７００円」に改め、同項第

９号中「１１１，１００円」を「１１５，７００円」に改め、同号ア中「４００万円未満」

を「４２０万円未満」に改め、同項第１０号中「１１４，６００円」を「１２４，６００円」

に改め、同号ア中「４００万円以上５００万円未満」を「４２０万円以上５２０万円未満」

に改め、同項第１１号中「１３２，３００円」を「１４０，５００円」に改め、同号ア中「５

００万円以上６００万円未満」を「５２０万円以上６２０万円未満」に改め、同項第１２号

中「１３３，８００円」を「１４８，３００円」に改め、同号ア中「６００万円以上７００

万円未満」を「６２０万円以上７２０万円未満」に改め、同項第１３号中「１４０，８００

円」を「１５１，０００円」に改め、同号ア中「７００万円以上」を「７２０万円以上」に

改め、同項第１４号中「１５１，５００円」を「１６２，４００円」に改め、同項第１５号

中「１５４，３００円」を「１６５，５００円」に改め、同条第２項から第４項までの規定

中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

第１１条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号

ロ又は第１３号ロ」に、「第９号まで」を「第１３号まで」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第９条及び第１１条第３項の規定は、令和６年度以降の年度分の保険料から

適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



 

 

（提案理由） 

第９期高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定に伴い、同計画期間（令和６年度から令

和８年度まで）における財政の均衡を図るため、同期間中の介護保険給付等に要する第１号

保険料等を改正する必要がある。 


